
 

               

 

 

 

 

令和６年度住民税非課税世帯への３万円 

（児童１人につき２万円加算）給付について 

～３月６日にお知らせの発送を開始します～ 

 
令和６年度住民税非課税世帯に対して、１世帯当たり３万円を給付します。また、給付の加算と

して、児童１人につき２万円を支給します。 

つきましては、住民税非課税世帯の世帯主に対し、お知らせ等を順次発送します。 
 

１ 対象世帯 （約５３，０００世帯） 

令和６年１２月１３日（基準日）時点で和歌山市に住民登録があり、令和６年度「住民税非課 

税者」のみで構成される世帯 

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。 

 

２ 加算対象 基準日において対象世帯の世帯員である１８歳以下の児童 

※１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの児童 
 
３ 給付額 １世帯当たり３万円＋児童１人当たり２万円 
 
４ 申請期限 令和７年７月３１日（木） 
 
５ 手続き方法 

  （１）３月中に「お知らせ」が届いた方 

     ⇒手続きの必要はありません。口座変更や辞退を希望する方のみ、令和７年３月１８日 

（火）までに届出が必要です。 

   

（２）３月中に「確認書」が届いた方 

     ⇒給付要件を確認し、届いた確認書に必要事項を記入の上、郵送又は持参 

      

  （３）支給対象と思われるが、（１）又は（２）が届かない方 

    ⇒書類が届いていない方は、令和７年４月１日以降、事務局へお問い合わせください。 

 

 （４）対象世帯のうち、令和６年１２月１４日以降に出生した児童がいる世帯や別世帯に属す 

る１８歳以下の児童を扶養する世帯の方（こども加算のみ） 

⇒別途、申請が必要です。令和７年４月１日以降、事務局へお問い合わせください。 

 

（５）配偶者やその他親族等からの暴力等を理由に避難している方 

⇒別途、申請が必要です。令和７年４月１日以降、事務局へお問い合わせください。 

 

６ 注意事項 給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。 

 

７ 問い合わせ先 和歌山市物価高騰重点支援給付金事務局 

         （所在地：和歌山市六番丁１９（株）フジ田産業六番丁ビル） 

         「専用コールセンター０１２０－９６９－８６１（平日８：３０～１７：１５）」 

担 当 課 生活支援第２課 

担 当 者 前口・竹友・大峰 
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